
 

えるぼし認定 第２段階 

社会福祉法人幸洋福祉会 
住所：下松市大字来巻９４４番地の１ 

事業：社会福祉事業 

労働者数：113 人（男性 27 人、女性 86 人）  

施設名：特別養護老人ホーム 松寿苑 

（※）くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と子育ての両立を支援する企業を厚生労働

大臣が認定する制度です 

 
１ 採用 

【認定基準】 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること 

【実績】 
介護専門職 女性 1.72 倍／男性 2.11 倍、介護職員 女性 2.0０倍／男性 2.0０倍、 

２ 労働時間等の働き方 
【認定基準】 

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働・法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の 

各月ごとに全て 45 時間未満であること 

【実績】 

   正 職 員：事務員 3.1１時間、相談員 12.8２時間、管理栄養士 0.8３時間、看護職員 0.93 時間 

准看護職員 1.2０時間、機能訓練指導員 0.75 時間、介護専門職 7.6０時間、介護職員 4.6０時間、 

介護支援専門員 4.2１時間 

パート職員：0.63 時間 

３ 管理職比率 
【認定基準】 

管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること  

【実績】 ５５．６％（産業平均値：４２.２％） 

４ 多様なキャリアコース 
【認定基準】                           【実績】 

直近の３事業年度に､以下について中小企業は 1 項目以上の実績を有すること    

A   女性の非正社員から正社員への転換                    １人 

B 女性のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換            ０人 

C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用                １人 

D おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用              10 人 
  

・県内で 8 社目のえるぼし認定 

・下松市に主たる所在を置く企業の認定は初 

当施設は、全室個室のユニット型特別養護老人ホームです。「安心、それが私たちの願いです」を基

本方針として、明るく家庭的な雰囲気の中でご利用者が自分らしく生活できるよう努めています。 

 全職員の約 7 割が女性の職場です。結婚や、出産、子育てや介護をしながら長く働ける職場にした

いと考えており、全職員を対象とした制度説明会を実施することで、職場全体で制度の利用促進を図

っています。職員の皆さんにはノー残業デーを活用しながらプライベートを充実させ、スキルアップ

やリフレッシュをしてもらえることも期待しています。 

  私は次女が１歳の時にパート職員として入職しましたが、子どもが体調不良の時には休みや勤務時

間に配慮して頂き、とても働きやすい環境だと感じています。 

 また、第３子出産時には産休・育休を取得し、復職後には正職員への任用替えもして頂きました。

仕事と育児の両立が可能となり、スキルアップを目指すことに繋がっています。 

 この度の「えるぼし認定」を機に、今後も多くの女性職員が継続していきいきと働くことが出来る

職場を目指していけたらと思います。 

資料１ 


